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海外労働事情

　

マ
レ
ー
シ
ア
の
労
働
政
策
は
現
在
、
大
き

な
転
換
期
に
あ
る
。
政
府
が
二
〇
一
〇
年
に

策
定
し
た
長
期
経
済
政
策
「
新
経
済
モ
デ

ル
」（
Ｎ
Ｅ
Ｍ
、
期
間
二
〇
一
一
～
二
〇
二
〇

年
）
の
目
標
「
先
進
国
＝
高
所
得
社
会
」
の

実
現
に
向
け
て
従
来
の
労
働
政
策
は
大
幅
に

見
直
さ
れ
た
。

　

高
所
得
社
会
と
は
二
〇
一
〇
年
に
八
一
〇

〇
米
ド
ル
で
あ
っ
た
一
人
当
た
り
Ｇ
Ｎ
Ｉ

（
国
民
総
所
得
）
を
二
〇
二
〇
年
ま
で
に
一

万
五
〇
〇
〇
米
ド
ル
以
上
に
引
き
上
げ
る
こ

と
を
意
味
す
る
。

　

Ｎ
Ｅ
Ｍ
が
打
ち
出
し
た
労
働
政
策
の
要
点

は
以
下
に
あ
る
。
高
所
得
社
会
の
実
現
に
は

労
働
集
約
型
産
業
か
ら
高
付
加
価
値
産
業
へ

の
転
換
が
不
可
欠
で
あ
る
。
現
在
の
労
働
集

約
型
産
業
を
可
能
に
し
て
い
る
要
因
に
労
働

力
人
口
の
二
五
％
、
三
一
〇
万
人
に
の
ぼ
る

外
国
人
労
働
者
の
存
在
が
あ
る
。
外
国
人
労

働
者
は
技
能
が
低
く
、
低
賃
金
で
、
近
隣
諸

国
か
ら
無
尽
蔵
に
供
給
さ
れ
る
。
企
業
は
こ

れ
に
頼
っ
て
生
産
性
を
上
げ
る
た
め
の
設
備

投
資
に
消
極
的
だ
。
こ
れ
を
打
破
す
る
た
め

外
国
人
労
働
者
を
半
減
す
る
。
不
足
す
る
労

働
力
は
女
性
、
高
齢
者
で
補
う
。
国
民
の
大

半
を
占
め
る
労
働
者
の
所
得
の
底
上
げ
を
図

る
た
め
最
低
賃
金
制
を
導
入
す
る
。

　

Ｎ
Ｅ
Ｍ
は
ス
タ
ー
ト
し
て
四
年
目
に
な
る
。

本
稿
で
は
外
国
人
労
働
者
削
減
政
策
、
民
間

企
業
の
法
定
定
年
制
導
入
を
中
心
と
す
る
労

働
力
対
策
、
最
賃
制
導
入
の
三
つ
の
新
し
い

政
策
を
紹
介
す
る
。

外
国
人
労
働
者
の
大
幅
削
減

　

マ
レ
ー
シ
ア
で
は
一
九
五
七
年
の
独
立
以

前
か
ら
主
と
し
て
農
業
部
門
を
中
心
に
近
隣

の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
タ
イ
な
ど
か
ら
労
働
者

が
流
入
す
る
状
態
が
続
い
て
い
た
。
だ
が
流

入
数
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
か
っ
た
。
飛
躍

的
に
増
加
し
た
の
は
八
〇
年
代
末
に
高
度
成

長
が
始
ま
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
。

　

農
村
の
余
剰
労
働
力
が
都
市
へ
移
動
し
産

業
労
働
者
と
し
て
経
済
成
長
を
支
え
る
、
こ

う
し
た
成
長
プ
ロ
セ
ス
を
、
人
口
寡
少
な
マ

レ
ー
シ
ア
で
は
農
村
の
余
剰
労
働
力
に
代

わ
っ
て
近
隣
諸
国
の
外
国
人
労
働
者
が
担
う

こ
と
に
な
っ
た
。
当
初
は
天
然
ゴ
ム
の
プ
ラ

ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
就
業
し
て
い
た
マ
レ
ー
シ

ア
人
労
働
者
が
製
造
業
に
移
動
し
、
人
手
不

足
に
陥
っ
た
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
人
が
大
量
に
流
入
し
た
。
多
く
は
違

法
入
国
者
で
あ
っ
た
。
九
〇
年
代
に
入
っ
て

工
業
化
が
一
段
と
進
展
す
る
と
製
造
業
の
労

働
力
不
足
が
深
刻
と
な
り
、
企
業
の
強
い
要

望
に
応
え
て
政
府
は
労
働
集
約
的
な
繊
維
業

を
皮
切
り
に
順
次
、
製
造
業
各
業
種
、
建
設

業
に
外
国
人
労
働
者
の
就
業
を
認
め
る
こ
と

に
し
た
。

　

こ
れ
に
伴
い
政
府
は
、
原
則
二
年
契
約
で

合
法
的
な
就
業
を
許
可
す
る
労
働
許
可
証
制

度
、
受
け
入
れ
条
件
、
数
量
規
制
の
認
可
制

度
な
ど
の
整
備
に
努
め
た
。
す
な
わ
ち
、
当

初
は
外
国
人
労
働
者
の
受
け
入
れ
を
原
則
、

企
業
の
裁
量
に
委
ね
て
い
た
が
、
違
法
入
国

者
が
増
え
る
に
伴
い
、
外
国
人
労
働
者
を
厳

格
に
管
理
す
る
方
針
へ
と
転
換
を
図
っ
た
。

　

状
況
は
九
七
年
に
一
変
す
る
。
八
〇
年
代

末
か
ら
続
い
て
き
た
年
率
八
％
を
超
え
る
高

成
長
が
、
九
七
年
の
ア
ジ
ア
通
貨
危
機
に

よ
っ
て
マ
イ
ナ
ス
成
長
に
陥
っ
た
。
企
業
の

倒
産
が
相
次
ぎ
、
失
業
者
増
加
の
兆
し
が
み

ら
れ
た
。
失
業
率
は
九
七
年
の
二
・
五
％
か

ら
九
八
年
は
三
・
四
％
に
上
昇
し
た
。
し
か

し
九
九
年
に
は
三
・
二
％
へ
と
抑
え
込
ん
だ
。

外
国
人
労
働
者
を
雇
用
の
調
整
弁
に
利
用
し

た
の
だ
。
こ
の
結
果
、
通
貨
危
機
以
前
に
は

合
法
外
国
人
労
働
者
だ
け
で
一
〇
〇
万
人
を

数
え
、
不
法
入
国
者
を
加
え
る
と
二
〇
〇
万

人
を
超
え
る
と
い
わ
れ
た
が
、
外
国
人
労
働

<Focus2>
大きく転換したマレーシアの労働政策

国際研究部

別表１  外国人労働者数
（人）

1990年 242,000 

2000年 807,096 

2005年 1,815,238 

2010年 1,817,871 

2011年 1,573,061 

資料出所：Ministry of Home Affairs
（注）合法労働者のみ。

――「先進国＝高所得社会」の実現に向けて――
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者
数
は
六
〇
数
万
人
に
減
少
し
た
。
マ
レ
ー

シ
ア
人
労
働
者
の
雇
用
は
外
国
人
労
働
者
数

削
減
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

景
気
回
復
が
軌
道
に
乗
っ
た
こ
と
を
見
極

め
た
二
〇
〇
〇
年
に
な
っ
て
政
府
は
「
外
国

人
労
働
者
の
新
規
雇
用
凍
結
措
置
の
解
除
」

に
踏
み
切
っ
た
。
そ
の
後
も
基
本
的
に
は
違

法
外
国
人
労
働
者
の
取
り
締
ま
り
を
続
け
な

が
ら
、
不
足
す
る
労
働
力
を
外
国
人
に
頼
る

政
策
が
継
続
さ
れ
た
。（
外
国
人
労
働
者
数

の
推
移
は
別
表
１
参
照
）

　

二
〇
一
〇
年
に
策
定
さ
れ
た
Ｎ
Ｅ
Ｍ
は
、

外
国
人
労
働
者
を
「
半
減
す
る
」
政
策
転
換

を
打
ち
出
し
た
。
Ｎ
Ｅ
Ｍ
の
考
え
方
は
次
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

①
製
造
業
に
お
い
て
は
労
働
集
約
型
業
種
か

ら
知
識
集
約
型
へ
の
転
換
が
不
可
欠
。

②
だ
が
、
現
状
は
「
短
期
的
な
利
益
を
追
求

す
る
」
企
業
の
姿
勢
に
拒
ま
れ
て
い
る
。

③
企
業
の
こ
う
し
た
姿
勢
を
可
能
に
し
て
い

る
の
は
、
低
賃
金
外
国
人
単
純
労
働
者
の

存
在
だ
。

④
外
国
人
労
働
者
に
頼
っ
た
経
済
か
ら
脱
却

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑤
製
造
業
に
限
ら
ず
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
、

建
設
業
、
サ
ー
ビ
ス
業
も
外
国
人
に
頼
っ

て
い
る
。
産
業
ご
と
に
労
働
力
需
要
を
厳

密
に
精
査
し
、
対
応
し
て
い
く
。

　

Ｎ
Ｅ
Ｍ
の
新
し
い
考
え
方
に
よ
り
、
八
〇

年
代
末
か
ら
続
い
て
い
た
外
国
人
労
働
者
政

策
は
大
き
く
転
換
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
二

〇
一
〇
年
時
点
で
合
法
、
違
法
併
せ
て
三
一

〇
万
人
が
就
業
す
る
外
国
人
労
働
者
を
「
当

面
（
二
〇
一
五
年
ま
で
に
）、
半
減
す
る
」

こ
と
に
し
た
。
こ
の
政
策
転
換
は
極
め
て
大

き
な
意
味
を
持
つ
。
マ
レ
ー
シ
ア
の
二
〇
一

〇
年
時
点
の
労
働
力
人
口
は
一
二
〇
〇
万
人

で
、
う
ち
外
国
人
労
働
者
が
三
一
〇
万
人
を

占
め
る
。
計
画
通
り
進
展
す
れ
ば
、
二
〇
一

五
年
に
は
一
五
〇
万
人
の
労
働
力
が
不
足
す

る
こ
と
に
な
る
。
不
足
す
る
労
働
力
は
女
性
、

高
齢
者
で
補
い
、
ま
た
産
業
構
造
を
高
度
化

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
省
力
化
を
図
る
方
針
で

あ
る
が
、
こ
れ
を
短
期
間
に
実
現
す
る
こ
と

は
か
な
り
の
困
難
が
伴
う
で
あ
ろ
う
。

　
「
外
国
人
労
働
者
半
減
」の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ

ン
は
、
二
〇
一
一
年
六
月
か
ら
本
格
的
に
開

始
さ
れ
、
現
在
も
継
続
中
だ
。
第
一
段
階
で

は
、
違
法
労
働
者
の
排
除
に
力
を
入
れ
、
こ

れ
ま
で
の
と
こ
ろ
か
な
り
の
成
果
が
上
が
っ

て
い
る
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

法
定
定
年
制
導
入
を
中
心
と
す
る

労
働
力
対
策

　

外
国
人
労
働
者
の
削
減
に
よ
っ
て
不
足
す

る
労
働
力
を
補
う
労
働
力
と
し
て
女
性
と
高

齢
者
に
Ｎ
Ｅ
Ｍ
は
期
待
し
て
い
る
。

　

女
性
労
働
力
対
策
の
目
標
は
、
二
〇
一
〇

年
に
男
性
の
七
九
・
三
％
に
対
し
て
四
六
・

八
％
と
低
か
っ
た
労
働
力
率
を
二
〇
一
五
年

に
五
五
・
〇
％
ま
で
引
き
上
げ
る
こ
と
だ
。

こ
れ
に
よ
り
計
算
上
は
三
五
万
人
ほ
ど
就
業

者
数
が
増
え
る
と
見
込
ん
で
い
る
。
こ
の
た

め
に
女
性
が
働
き
や
す
い
労
働
環
境
の
整
備

と
し
て
、
①
パ
ー
ト
タ
イ
ム
法
制
（
二
〇
一

〇
年
）、
②
セ
ク
ハ
ラ
対
策
（
二
〇
一
一
年
）、

③
出
産
・
育
児
に
関
す
る
制
度
（
二
〇
一
一

年
）
な
ど
の
整
備
を
矢
継
ぎ
早
に
実
施
し
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
女
性
の
労
働
力
率

は
二
〇
一
一
年
四
七
・
九
％
、
二
〇
一
二
年

四
八
・
八
％
と
上
昇
傾
向
に
は
あ
る
が
、
二

〇
一
五
年
に
五
〇
％
に
届
く
の
さ
え
難
し
い

状
況
に
あ
る
。

　

一
方
、
高
齢
者
の
労
働
力
率
を
引
き
上
げ

る
政
策
の
柱
は
、
民
間
企
業
に
対
す
る
法
定

定
年
制
の
導
入
だ
。
従
来
の
定
年
は
、
年
金

に
相
当
す
る
従
業
員
積
立
基
金
（
Ｅ
Ｐ
Ｆ
）

か
ら
積
立
金
を
全
額
引
き
出
す
こ
と
が
可
能

に
な
る
五
五
歳
を
根
拠
と
し
て
、
五
五
歳
が

一
般
的
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
一
挙
に
五
歳
引

き
上
げ
て
六
〇
歳
と
す
る
最
低
定
年
年
齢
法

が
二
〇
一
三
年
七
月
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
法

定
定
年
制
の
導
入
は
初
め
て
の
こ
と
だ
。
政

府
は
こ
れ
に
よ
り
五
五
歳
以
上
六
〇
歳
未
満

層
の
人
口
一
一
一
万
人
に
対
し
就
業
者
数
は

五
八
万
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
計
算
上
は
五

〇
万
人
以
上
の
労
働
力
増
加
を
期
待
で
き
る

と
し
て
い
る
。

　

定
年
法
の
規
定
に
よ
る
と
、
対
象
者
は
原

則
、
民
間
企
業
の
従
業
員
全
員
で
あ
る
。
た

だ
し
、
つ
ぎ
の
九
項
目
に
該
当
す
る
従
業
員

は
適
用
除
外
と
な
る
。

　

①
連
邦
政
府
、
州
政
府
、
そ
の
他
の
法
定

機
関
か
ら
賃
金
を
支
払
わ
れ
て
い
る
期
限
に

定
め
の
な
い
、
あ
る
い
は
臨
時
、
契
約
ベ
ー

ス
で
働
い
て
い
る
者
、
②
試
用
期
間
中
の
者
、

③
見
習
い
契
約
で
雇
用
さ
れ
て
い
る
者
、
④

非
国
籍
保
有
者
（
外
国
人
）、
⑤
家
事
労
働

者
（
家
事
手
伝
い
、
庭
師
）、
⑥
フ
ル
タ
イ

ム
従
業
員
の
通
常
労
働
時
間
の
平
均
七
〇
％

以
下
の
労
働
時
間
で
雇
用
さ
れ
て
い
る
者

（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
、
臨
時
従
業
員
）、
⑦
臨

時
契
約
で
雇
用
さ
れ
て
い
る
学
生
（
学
生
ア

ル
バ
イ
ト
）、
⑧
延
長
期
間
を
含
め
て
二
四

カ
月
以
内
の
有
期
契
約
で
雇
用
さ
れ
て
い
る

者
（
契
約
従
業
員
）、
⑨
法
施
行
以
前
に
五

五
歳
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
年
齢
で
退
職
し
、

そ
の
後
再
雇
用
で
就
業
し
て
い
る
者
。

　

同
法
に
は
罰
則
規
定
が
あ
る
。
使
用
者
は

定
年
年
齢
よ
り
早
期
に
従
業
員
を
退
職
さ
せ

て
は
な
ら
な
い
、
違
反
し
た
場
合
は
一
万
リ

ン
ギ
（
約
三
二
万
円
）
以
下
の
罰
金
を
科
す

と
規
定
し
て
い
る
。

　

定
年
法
の
制
定
に
関
し
、
労
使
の
見
解
は

大
き
く
わ
か
れ
た
。

　

労
働
者
側
は
各
労
組
と
も
歓
迎
。
労
働
者

の
場
合
、
定
年
が
法
定
に
な
っ
て
も
、
従
来

ど
お
り
五
五
歳
で
退
職
す
る
こ
と
は
当
然
可

能
で
あ
る
。
反
対
す
る
理
由
は
な
い
。
唯
一
、

Ｅ
Ｐ
Ｆ
の
全
額
引
き
出
し
年
齢
が
六
〇
歳
に

引
き
上
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
懸
念

が
あ
っ
た
。

　

使
用
者
側
の
反
応
は
、
中
小
零
細
企
業
が

多
く
加
盟
し
て
い
る
製
造
業
者
連
盟
（
Ｆ
Ｍ

Ｍ
）
を
中
心
に
、
企
業
経
営
に
悪
影
響
が
出

る
、
五
五
歳
以
降
は
個
人
業
績
を
も
と
に
契

約
延
長
で
対
応
す
る
か
、
長
期
の
移
行
期
間

を
設
け
る
べ
き
だ
、
と
強
く
主
張
し
た
。

　

政
府
は
こ
う
し
た
使
用
者
側
の
意
見
に
配

慮
し
て
、
赤
字
で
あ
る
な
ど
し
か
る
べ
き
理

由
が
あ
れ
ば
最
長
で
二
〇
一
三
年
一
二
月
三

一
日
ま
で
の
導
入
延
期
を
認
め
る
措
置
を

と
っ
た
。
し
か
し
、
延
期
申
請
し
た
企
業
は

わ
ず
か
二
五
八
社
で
あ
っ
た
。
マ
レ
ー
シ
ア
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に
は
七
五
万
社
の
企
業
が
あ
り
、
う
ち
わ
ず

か
二
五
八
社
が
延
期
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
こ

れ
を
考
え
れ
ば
、
定
年
延
長
は
概
ね
順
調
に

実
施
さ
れ
た
と
い
え
そ
う
だ
。

　

労
働
者
側
が
懸
念
し
て
い
た
Ｅ
Ｐ
Ｆ
の
扱

い
は
、「
五
五
歳
で
全
額
引
き
出
す
こ
と
が
で

き
る
」
制
度
を
維
持
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

Ｅ
Ｐ
Ｆ
事
務
局
に
よ
る
と
、
定
年
法
施
行
後
、

五
五
歳
で
積
立
金
全
額
引
き
出
し
を
希
望
す

る
者
の
割
合
は
減
少
し
、
七
五
歳
ま
で
毎
月

決
ま
っ
た
額
を
分
割
で
引
き
出
す
年
金
相
当

の
扱
い
を
希
望
す
る
者
が
二
七
・
四
％
増
え

た
と
い
う
。

全
産
業
一
律
最
低
賃
金
制
の
導
入

　

マ
レ
ー
シ
ア
に
は
独
立
以
前
に
制
定
さ
れ

た
一
九
四
七
年
賃
金
審
議
会
法
に
基
づ
き
、

職
種
別
、
業
種
別
に
最
低
賃
金
を
設
定
で
き

る
制
度
的
枠
組
み
が
従
来
か
ら
存
在
し
て
い

た
。
同
法
に
基
づ
き
、
複
数
の
職
種
別
、
業

種
別
最
賃
を
調
整
す
る
中
央
調
整
委
員
会
を

設
置
し
、
運
用
に
よ
り
全
国
一
律
最
賃
を
設

定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が

独
立
以
前
の
四
七
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
ま
で

に
賃
金
審
議
会
が
設
け
ら
れ
た
の
は
映
画
館

労
働
者
、
ペ
ナ
ン
港
湾
労
働
者
な
ど
ご
く
限

ら
れ
た
職
種
、
業
種
に
過
ぎ
ず
、
適
用
労
働

者
数
は
極
め
て
少
な
か
っ
た
。
理
由
は
一
九

四
七
年
賃
金
審
議
会
法
が
最
賃
の
目
的
を

「
極
端
に
低
い
賃
金
の
排
除
」
と
定
め
て
い

た
こ
と
に
よ
る
。

　

工
業
化
が
本
格
的
な
軌
道
に
乗
り
、
製
造

業
の
賃
金
上
昇
に
よ
っ
て
業
種
間
の
賃
金
格

差
が
顕
在
化
し
始
め
た
八
〇
年
代
末
か
ら
労

組
は
、
賃
金
底
上
げ
を
目
的
に
「
全
国
一
律

最
賃
」
設
定
を
た
び
た
び
政
府
に
求
め
て
き

た
。だ
が
、議
論
が
進
展
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。

　

最
賃
導
入
政
策
が
急
速
に
進
展
し
た
の
は

二
〇
一
〇
年
に
Ｎ
Ｅ
Ｍ
が
、「
賃
金
決
定
シ
ス

テ
ム
が
機
能
不
全
に
陥
っ
て
い
る
中
で
は
、

最
低
賃
金
は
考
慮
に
値
す
る
制
度
で
あ
る
」

と
の
考
え
を
打
ち
出
し
て
以
降
の
こ
と
だ
。

賃
金
決
定
シ
ス
テ
ム
が
機
能
不
全
に
陥
っ
て

い
る
証
左
に
Ｎ
Ｅ
Ｍ
は
次
の
点
を
あ
げ
て
い

る
。

①
人
的
資
源
省
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
マ
レ
ー

シ
ア
人
労
働
者
（
外
国
人
を
除
く
）
の
三

四
％
は
月
額
賃
金
が
七
〇
〇
リ
ン
ギ
以
下

だ
。
貧
困
世
帯
の
定
義
、
月
収
七
二
〇
リ

ン
ギ
以
下
に
近
い
。

②
九
五
～
二
〇
〇
〇
年
の
労
働
生
産
性
の
伸

び
が
年
平
均
一
〇
・
四
％
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
同
期
間
の
年
平
均
賃
金
引
き

上
げ
率
は
六
・
八
％
に
過
ぎ
な
い
。

　

政
府
は
二
〇
一
一
年
六
月
に
一
九
四
七
年

賃
金
審
議
会
法
に
代
わ
る
全
国
賃
金
審
議
会

法
を
制
定
、
労
使
代
表
と
有
識
者
、
関
係
省

庁
担
当
者
で
構
成
す
る
審
議
会
で
新

し
い
最
賃
制
の
検
討
を
始
め
た
。
審

議
会
の
中
で
労
組
側
は
「
全
国
一
律

の
制
度
」「
月
額
九
〇
〇
リ
ン
ギ
、
プ

ラ
ス
生
活
手
当
三
〇
〇
リ
ン
ギ
」
と

主
張
。
使
用
者
側
は
全
国
最
賃
に
一

貫
し
て
反
対
意
見
を
述
べ
た
。
議
論

は
並
行
線
で
終
わ
っ
た
が
、
審
議
会

は
こ
れ
を
含
め
て
政
府
に
報
告
、
金

額
は
政
治
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。

　

審
議
会
報
告
に
基
づ
き
政
府
は
二

〇
一
二
年
四
月
に
最
賃
額
を
公
表
し

た
。
最
賃
額
は
全
国
一
律
で
は
な
く
、

別
表
２
に
示
し
た
と
お
り
、
全
産
業

一
律
で
あ
る
が
、
地
域
的
に
は
半
島

マ
レ
ー
シ
ア
と
サ
バ
、
サ
ラ
ワ
ク
州

（
ボ
ル
ネ
オ
島
の
二
州
）
の
二
本
建

て
と
な
っ
た
。
両
地
域
の
一
〇
〇
リ

ン
ギ
の
差
額
は
「
生
計
費
に
差
が
あ

る
か
ら
」
と
人
的
資
源
省
で
は
説
明

し
て
い
る
。

　

最
賃
は
、
外
国
人
労
働
者
を
含
む

マ
レ
ー
シ
ア
で
働
く
す
べ
て
の
民
間

労
働
者
に
適
用
さ
れ
る
。
た
だ
し
、

家
事
労
働
者
（
メ
イ
ド
）
と
見
習
い

雇
用
契
約
で
働
く
者
は
適
用
除
外
。

違
反
企
業
に
は
最
高
で
労
働
者
一
人

当
た
り
一
万
リ
ン
ギ
の
罰
金
が
科
さ

れ
る
。
金
額
は
二
年
に
一
度
再
検
討

す
る
方
針
だ
。

　

最
賃
制
は
二
〇
一
三
年
一
月
一
日

か
ら
実
施
に
移
さ
れ
た
。
た
だ
し
、

従
業
員
五
人
未
満
規
模
の
零
細
企
業

に
は
実
施
が
半
年
間
猶
予
さ
れ
、
七

月
一
日
か
ら
の
実
施
と
な
っ
た
。

　

二
〇
一
三
年
一
月
の
実
施
後
、
直

ち
に
大
き
な
問
題
が
発
生
し
た
。
一

別表２  最低賃金額と平均賃金
（リンギ）

最 低 賃 金 額 2009年
平均賃金

（ホワイトカラー
除く）

2012年
平均賃金

（ホワイトカラー
含む）

2009年
貧困ライン

（世帯収入）月   額 時給換算

半島マレーシア 900（2万8800円） 4.33（139円） 1,131 1,846 763

サバ州 800（2万5600円） 3.85（123円） 577 1,251 1,048

サラワク州 800（2万5600円） 3.85（123円） 758 1,629 912

資料出所：CIMB, Economic Update, May 2, 2012、Laporan Penyiasatan Gaji & Upah 2012, Japatan Perangkaan Malaysia
（注）1リンギ＝32円で換算。
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月
に
な
っ
て
も
製
造
業
を
中
心
と
す
る
中
小

企
業
の
多
く
は
外
国
人
労
働
者
に
対
し
て
最

賃
を
適
用
せ
ず
、
半
年
間
の
猶
予
を
与
え
ら

れ
た
零
細
企
業
と
一
緒
に
な
っ
て
、
制
度
の

見
直
し
を
政
府
に
対
し
執
拗
に
迫
っ
た
の
で

あ
る
。

　

企
業
の
主
張
は
こ
う
だ
。
マ
レ
ー
シ
ア
人

の
雇
用
を
確
保
す
る
た
め
、
外
国
人
一
人
当

た
り
年
額
四
一
〇
～
一
二
五
〇
リ
ン
ギ
（
業

種
で
異
な
る
）
の
レ
ビ
ー
（
人
頭
税
）
が
企

業
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
最

賃
を
外
国
人
に
適
用
し
、
レ
ビ
ー
を
支
払
う

と
、
外
国
人
を
雇
う
メ
リ
ッ
ト
は
な
く
な
る
。

外
国
人
労
働
者
の
宿
舎
の
負
担
額
も
大
き
い
。

か
と
い
っ
て
労
働
力
不
足
で
マ
レ
ー
シ
ア
人

を
雇
う
こ
と
は
難
し
い
。
企
業
の
負
担
増
を

緩
和
す
る
た
め
、
レ
ビ
ー
を
外
国
人
労
働
者

に
負
担
さ
せ
る
べ
き
だ
。

　

五
月
に
総
選
挙
を
控
え
て
七
五
万
社
を
超

え
る
中
小
零
細
企
業
の
こ
う
し
た
声
を
無
視

で
き
な
く
な
っ
た
政
府
は
、
三
月
に
な
っ
て

「
中
小
零
細
企
業
の
外
国
人
労
働
者
へ
の
最

賃
適
用
を
二
〇
一
三
年
末
ま
で
延
期
す
る
」

こ
と
に
し
た
。
そ
の
後
も
企
業
の
導
入
反
対

の
声
は
続
い
た
が
、
総
選
挙
を
乗
り
切
っ
た

政
府
は
こ
れ
に
応
じ
る
こ
と
な
く
、
最
賃
は

二
〇
一
四
年
一
月
か
ら
中
小
零
細
企
業
の
外

国
人
労
働
者
を
含
め
全
面
的
に
実
施
さ
れ
て

い
る
。

　

使
用
者
連
盟
（
Ｍ
Ｅ
Ｆ
）
が
最
賃
導
入
直

前
の
二
〇
一
二
年
一
〇
月
に
行
っ
た
調
査

（
別
表
３
参
照
）
に
よ
る
と
、
半
島
マ
レ
ー

シ
ア
の
月
額
九
〇
〇
リ
ン
ギ
未
満
の
従
業
員

の
割
合
は
、
製
造
業
で
二
四
・
八
％
、
非
製

造
業
で
一
九
・
三
％
、
全
体
で
は
二
二
・
五
％

と
な
っ
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
二
二
・
五
％

の
従
業
員
の
賃
金
は
二
〇
一
三
年
一
月
、
な

い
し
二
〇
一
四
年
一
月
に
九
〇
〇
リ
ン
ギ
に

引
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
加
え
て
最

賃
制
導
入
に
伴
い
賃
金
テ
ー
ブ
ル
が
改
定
さ

れ
て
九
〇
〇
リ
ン
ギ
以
上
の
従
業
員
の
賃
金

も
相
応
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
状

況
を
み
る
限
り
最
賃
導
入
に
よ
る
賃
金
の
底

上
げ
効
果
は
あ
る
程
度
実
現
し
た
と
い
っ
て

よ
さ
そ
う
だ
。

＊　

本
稿
は
二
〇
一
三
年
一
一
月
に
労
働
政
策
研
究
・
研

修
機
構
が
発
行
し
た
『
マ
レ
ー
シ
ア
の
労
働
政
策

－

中

長
期
経
済
政
策
と
労
働
市
場
の
実
態

－

』
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ

海
外
労
働
情
報
一
三
―
一
一
の
内
容
を
基
に
し
て
い
る
。

同
書
を
併
せ
て
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（
坂
井
澄
雄
）

別表３  月額賃金 900 リンギ未満労働者の割合
（％）

製   造   業 24.8

非 製 造 業 19.3

マレーシア企業 19.4

多国籍企業 25.8

合   計 22.5

資料出所：MEF Salary Survey for Non Executives 2012
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